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玖珠町がん検診等業務公募プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、玖珠町が委託するがん検診等業務を受託しようとする検診機関の業務遂行能力を審

査し、がん検診指針に則り適切な精度管理のもと業務を実施する能力を有する検診機関を委託検診

機関として選定することを目的とする。 

 

２ 業務概要 

（１）業 務 名 玖珠町がん検診等業務 

（２）業 務 内 容 がん検診及びそれに付随する業務全般。がん検診の仕様については別紙仕

様書のとおり。またその他に町と協議したうえ、必要と認める検査を付加

できるものとする。 

（３）業 務 場 所 集団検診は玖珠町メルサンホール等町内各所において実施することと

し、個別検診は受託検診機関の施設において実施するものとする。 

（４）履 行 期 間 契約締結の日から令和１１年３月３１日までとする。なお、検診業務は令

和８年度から令和１０年度に実施することとし、集団検診について令和８

年度は、がん検診日程案（別表１）のとおりとする。 

（５）委託限度額 委託限度額は、３年間で１００，７６１，０００円（税込）とする。ただ

し、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を

示すものであることに留意すること。 

（６）契 約 内 容 プロポーザル方式で選定した事業者との単価契約とする。 

 

３ 参加資格 

 次の要件をすべて満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）令和２年度以降に特定健康診査業務及び各種がん検診等を受託し履行した実績があること。 

 （３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、に基づく更生手続開始の申し立てがなされてい

ない者または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申し立てが

なされていない者であること。 

 （４）次の各号のいずれにも該当しないこと。 

ア．役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店の代表者

をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条６号に規定する暴力団員（以下

この項において「暴力団員」という。）であると認められる者。 

イ．暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者。 
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ウ．役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者。 

エ．役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者。 

 

４ 参加条件 

 （１）参加表明書等の提出は１者１点とする。 

 （２）個別検診を実施する施設は大分県内に限る。 

 （３）主たる業務を再委託しないこと。 

（４）仕様書に定めるがん検診のすべてを１か所で行うことが可能な施設等を有すること。 

 

５ プロポーザルへの参加申込 

参加申込に必要な提出書類は本町ホームページからダウンロードして作成すること。実施要領及

び仕様書の内容を確認のうえ、下記の方法により提出するものとする。 

（１）提出書類 

① 参加表明書（様式第１号） 

② 提案書（様式第２号） 

③ 検診機関概要書（様式第３号） 

④ 検診機関の同種・類似業務実績（様式第４号） 

⑤ 見積書（任意の書式） 

（２）提 出 先  玖珠町役場 子育て健康支援課 健康推進班 

（３）提出方法  持参又は郵送（郵送の場合は特定記録郵便とすること） 

（４）提出部数  ４部 

（５）提出期限  令和８年１月２３日（金） １７時必着 

（６）そ の 他  提案に関する提出物は返却しない。 

 

６ 仕様等に関する質問 

 （１）仕様等に不明な事項がある場合は質問受付期間内に、質疑書（様式第５号）によりＦＡＸも

しくは電子メールで問合わせることとする。なお、電子メールによる質問の場合は件名に【玖

珠町がん検診業務に関する質問】と付すこと。 

 （２）質問受付期間は、公告の日から１月１６日（金）１７時までとする。 

（３）回答は１月２１日（水）までに質問者にＦＡＸで行うとともに、本町ホームページに掲載す 

る。 

（４）質問者の名称等については公表しない。 

（５）審査に関する質問には応じない。 

（６）質疑書の提出先は玖珠町役場 子育て健康支援課 健康推進班とする。 
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７ 事業者の選定日程 

令和８年 １月１６日（金）１７時    質問受付期限 

１月２１日（水）      質問回答期限 

１月２３日（金）１７時    参加申込書等の提出期限 

２月５日（木）         ヒアリングの実施（時間は別途通知） 

２月１２日（木）         審査結果の通知期限 

 

８ 提案の審査等 

（１） 評価項目及び評価基準は以下のとおりとする。 

評価項目 評価基準 

業務実施主体

の適格性 

組織体制 業務遂行に十分な組織体制が確保されていること 

経営の安定性 

事業実績 本業務を遂行するに当たり有効な実績を有してい

るか 

業務遂行能力 技術・体制指標 検診機関の体制（設備、医師・技師等）が確保され

ているか 

実施手順等が確立されているか 

プロセス指標 上記の技術体制の下で行われた健診の結果（検診受

診率、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反

応的中度等） 

価格 業務内容に対して適正な見積金額が提示されてい

るか 

（２）審査方法 

ア．提案書及びその他の提出書類による書類審査、提案書に基づくヒアリングを行う。 

イ．審査結果については総合的に評価を行い、一定の水準に達した検診機関を委託検診機関と

して認定する。 

（３）事業者の選定 

上記の審査結果を踏まえ、認定された委託検診機関と個別に契約の締結について協議する。

なお、委託検診機関が本プロポーザルの参加資格要件を満たさなくなった時、又は不正と認め

られる行為をしたことが判明した場合は、委託検診機関の認定を取り消すこととする。 

（４）結果の通知 

   結果通知については、速やかに電子メール等で行う。また、結果に対する異義は認めない。 
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９ 提案の審査等 

（１）基本事項 

参加表明書等は業務を委託する事業者を選定するための資料であり、提案書の内容のすべてが

業務等の条件になるものではない。そのため委託する業務等は提案書等に記載された内容を検討し、

本町と協議したうえ委託契約を締結し事業を実施することとする。 

（２）書類の作成及び記載上の留意事項 

① 提案書（様式第２号） 

原則として令和７年度の業務の実施状況に則って、実態に即した回答を記入すること。 

② 検診機関概要書（様式第３号） 

直近の決算書及び活動報告の記載された総会議案書等を添付すること。 

③ 検診機関の同種・類似業務実績（様式第４号） 

対象となる業務は令和２年４月以降に日本国内の国または地方公共団体から受託し、完了

したがん検診業務について５件まで記入すること。 

④ 見積書（任意の書式） 

がん検診のほかに付加できる検査及び検診に付随する業務についても見積もること。 

⑤ 個人情報の保護 

参加表明書等の提出にあたり、当町が収集した個人情報については業務外に利用すること

はない。 

 

１０ 提案書に関するヒアリング 

（１）期日 令和８年２月５日（木） 

（２）留意事項 

ア．ヒアリングは提案書を基に行うものとし、当日の追加資料の配布は認めない。 

イ．ヒアリングの時間と場所については、別途通知するものとする。 

ウ．提案に関する費用は全て提案者の負担とする。 

 

１１ その他の事項 

 （１）参加表明書等は提出後の差替え及び再提出は認めない。 

 （２）参加表明書の作成に係る費用は、参加者の負担とする。 

 （３）審査は非公開とする。 

 （４）提出された参加表明書等は、本町の了解なく公表、使用してはならない。 
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１２ 担当部署 

〒８７９－４４９２ 

大分県玖珠郡玖珠町大字帆足２６８番地の５ 

玖珠町役場 子育て健康支援課 健康推進班 

電話番号：０９７３-７２-２０２２  

ＦＡＸ：０９７３-７２-２１１２ 

 E-mail：hoken@town.oita-kusu.lg.jp 
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別表１ 

がん検診日程案 

 

回数 検診日 受付時間 場所 

１ ６月２日 （火） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

２ ６月５日 （金） ８:３０～１０:００ 北山田自治会館 

３ ６月９日 （火） ８:３０～１０:００ 日出生小学校 

４ ６月 1８日 （木） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

５ ６月２４日 （水） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

６ ６月２９日 （月） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

７ ７月７日 （火） ８:３０～１０:００ 八幡自治会館 

８ ７月１０日 （金） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

９ ７月１８日 （土） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

１０ ７月２７日 （月） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

１１ ７月３０日 （木） ８:３０～１０:００ 古後小学校 

１２ ８月４日 （火） ８:３０～１０:００ 北山田小学校 

１３ ８月６日 （木） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

１４ ８月１８日 （火） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

１５ ８月２７日 （木） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

１６ ９月２日 （水） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

１７ ９月１１日 （金） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

１８ ９月２７日 （日） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

１９ １０月８日 （木） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

２０ １１月２日 （月） ８:３０～１０:００ メルサンホール 

 


